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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）において、サービング基地局への送信のための１つまたは複数のア
ップリンク信号を生成すること、ここにおいて、前記ＵＥは、少なくとも無認可スペクト
ルを通して前記サービング基地局に通信信号を送信し、前記サービング基地局から通信信
号を受信するように構成される、と、
　前記ＵＥが、前記１つまたは複数のアップリンク信号のうちの少なくとも１つの送信の
ための非クリアチャネルアセスメント（非ＣＣＡ）サブフレームを決定することと、
　無認可帯域を通して前記ＵＥが、前記非ＣＣＡサブフレームにおいて前記１つまたは複
数のアップリンク信号のうちの前記少なくとも１つを送信することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記非ＣＣＡサブフレームの前記構成は、持続時間および周期性に関連付けられ、前記
持続時間と前記周期性との間の比は、５％にすぎない、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サービング基地局から受信される前記通信信号は、直交分割多元接続（ＯＦＤＭＡ
）信号である、
　請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記１つまたは複数のアップリンク信号は、
　サウンディング基準信号（ＳＲＳ）、
　スケジューリング要求（ＳＲ）、
　チャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバック、
　アップリンク発見信号、
　物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）、または
　物理アップリンク共有チャネル
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥが、ＣＣＡサブフレーム内のクリアＣＣＡを検出することと、
　前記ＵＥが、前記クリアＣＣＡの検出に応答して前記ＣＣＡサブフレーム内の前記１つ
または複数のアップリンク信号のうちの少なくとも他の１つを送信すること、ここにおい
て、前記送信することは、前記検出から既定の時間が過ぎる前に発生する、と
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＵＥが、前記サービング基地局から非ＣＣＡサブフレームにおいてダウンリンク送
信を受信することをさらに含み、前記１つまたは複数のアップリンク信号のうちの前記少
なくとも１つを前記送信することは、前記ダウンリンク送信を前記受信することに応答す
るものである、
　請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＵＥが、前記基地局の送信状態を決定することと、
　前記ＵＥが、前記決定された送信状態に応答して前記１つまたは複数のアップリンク信
号のうちの少なくとも１つの再送を行うかどうかを決定することと
　をさらに含み、
　前記１つまたは複数のアップリンク信号のうちの前記少なくとも１つは、ランダムアク
セス要求であり、前記送信状態は、送信可状態、または送信不可状態のうちの少なくとも
１つを含み、前記送信状態に応答して、
　　前記基地局がランダムアクセス応答を送る機会を有していないことを前記送信状態が
示す場合、前記ランダムアクセス要求の再送を一時停止すること、または
　　前記基地局がランダムアクセス応答を送る機会を有することを前記送信状態が示す場
合、前記ランダムアクセス要求を再送すること
　のうちの１つを行う、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＵＥが、前記基地局の送信状態を決定することと、
　前記ＵＥが、前記決定された送信状態に応答して前記１つまたは複数のアップリンク信
号のうちの少なくとも１つの再送を行うかどうかを決定することと
　をさらに含み、
　前記ＵＥが、前記送信状態を前記決定することは、
　前記基地局によって送信される１つまたは複数の基準信号について前記ＵＥがモニタリ
ングすることと、
　前記ＵＥが、前記１つまたは複数の基準信号の検出に失敗する場合、送信不可送信状態
を決定することと、
　前記ＵＥが、前記１つまたは複数の基準信号を検出する場合、送信可送信状態を決定す
ることと、
　前記ＵＥが、非ＣＣＡサブフレームを検出する場合、送信可送信状態を決定することと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＵＥが、第１の非ＣＣＡサブフレームについて、第１のオフセットを決定すること
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と、
　前記ＵＥが、前記第１の非ＣＣＡサブフレームと第２の非ＣＣＡサブフレームとの間の
アイドル持続時間に応答して、前記第２の非ＣＣＡサブフレームについて、前記第１のオ
フセットとは異なる第２のオフセットに順応すること、前記アイドル持続時間は、少なく
とも閾値持続時間を満たす、と
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つまたは複数のアップリンク信号は、修正されたランダムアクセス要
求を含み、前記修正されたランダムアクセス要求は、前記ＵＥの識別子の関数である、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＵＥが、修正されたランダムアクセス応答メッセージを受信することをさらに含み
、前記修正されたランダムアクセス応答メッセージは、前記ＵＥおよび１つまたは複数の
追加のＵＥに共通の情報の第１の部分と、情報の１つまたは複数の第２の部分とを含み、
情報の前記１つまたは複数の第２の部分の各々は、ＵＥ固有情報を含む、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　少なくとも無認可スペクトルを通した通信用に構成されたサービング基地局が、少なく
とも１つのアップリンク信号の受信のための非クリアチャネルアセスメント（非ＣＣＡ）
サブフレームを識別することと、
　前記非ＣＣＡサブフレームにおいて、ユーザ機器（ＵＥ）から１つまたは複数のアップ
リンク信号を、無認可帯域を通して、前記サービング基地局において受信することと
　を備える、方法。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信用に構成されたユーザ機器（ＵＥ）であって、
　前記ＵＥにおいて、サービング基地局への送信のための１つまたは複数のアップリンク
信号を生成するための手段、ここにおいて、前記ＵＥは、少なくとも無認可スペクトルを
通して前記サービング基地局に通信信号を送信し、前記サービング基地局から通信信号を
受信するように構成される、と、
　前記ＵＥが、前記１つまたは複数のアップリンク信号のうちの少なくとも１つの送信の
ための非クリアチャネルアセスメント（非ＣＣＡ）サブフレームを決定するための手段と
、
　無認可帯域を通して前記ＵＥが、前記非ＣＣＡサブフレームにおいて、前記１つまたは
複数のアップリンク信号のうちの前記少なくとも１つを送信するための手段と
　を備える装置。
【請求項１４】
　ワイヤレス通信用のサービング基地局であって、
　少なくとも無認可スペクトルを通した通信用に構成された前記サービング基地局が、少
なくとも１つのアップリンク信号の受信のための非クリアチャネルアセスメント（非ＣＣ
Ａ）サブフレームを識別するための手段と、
　前記非ＣＣＡサブフレームにおいて、ユーザ機器（ＵＥ）から１つまたは複数のアップ
リンク信号を、無認可帯域を通して、前記サービング基地局において受信するための手段
と
　を備える、装置。
【請求項１５】
　実行されると、前記ＵＥ内のコンピュータに、請求項１乃至１１のいずれか１項に従う
方法を実行させる命令を備える、コンピュータプログラム。
【請求項１６】
　実行されると、前記サービング基地局内のコンピュータに、請求項１２に従う方法を実
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行させる命令を備える、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願への相互参照】
【０００１】
　[0001]本願は、２０１３年８月１６日に出願された「UPLINK PROCEDURES FOR LTE-U CO
MMUNICATION SYSTEMS」と題する米国特許仮出願第６１／８６６９２５号と、２０１４年
８月１４日に出願された「UPLINK PROCEDURES FOR LTE/LTE-A COMMUNICATION SYSTEMS WI
TH UNLICENSED SPECTRUM」と題する米国特許出願第１４／４５９６７６号の利益を主張し
、これらは、参照によってそれら全体が本明細書に明確に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示の態様は一般に、ワイヤレス通信システムに関し、より具体的には、無認
可スペクトルを用いるロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標））／ＬＴＥ－
アドバンスド（ＬＴＥ－Ａ）通信システムのためのアップリンクプロシージャに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージン
グ、ブロードキャスト、等の、様々な通信サービスを提供するために広く展開されている
。これらワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することに
よって、複数のユーザをサポートすることができる多元接続ネットワークであり得る。こ
のようなネットワークは、通常は多元接続ネットワークであり、利用可能なネットワーク
リソースを共有することによって複数のユーザのための通信をサポートする。このような
ネットワークの一例は、ユニバーサルテレストリアルラジオアクセスネットワーク（ＵＴ
ＲＡＮ）である。ＵＴＲＡＮは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ（登
録商標））によってサポートされる第３世代（３Ｇ）モバイル電話技術である、ユニバー
サルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部として定義された無線
アクセスネットワーク（ＲＡＮ）である。多元接続ネットワークフォーマットの例には、
符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク
、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワ
ーク、および単一キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークが含まれる。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、多数のユーザ機器（ＵＥ）のために通信をサポ
ートすることができる多数の基地局またはノードＢを含み得る。ＵＥは、ダウンリンクお
よびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク（すなわち、順方向リンク
）は、基地局からＵＥへの通信リンクを指し、アップリンク（すなわち、逆方向リンク）
は、ＵＥから基地局への通信リンクを指す。
【０００５】
　[0005]基地局は、ダウンリンクでＵＥにデータおよび制御情報を送信し得、および／ま
たは、アップリンクでＵＥからデータおよび制御情報を受信し得る。ダウンリンクでは、
基地局からの送信が、隣接した基地局からの、または、他のワイヤレス無線周波数（ＲＦ
）送信機からの送信による干渉に出くわし得る。アップリンクでは、ＵＥからの送信が、
隣接した基地局と通信する他のＵＥのアップリンク送信からの、または、他のワイヤレス
ＲＦ送信機からの干渉に出くわし得る。この干渉は、ダウンリンクおよびアップリンクの
両方での性能を低下させ得る。
【０００６】
　[0006]モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が高まり続けると、より多くのＵ
Ｅが長距離ワイヤレス通信ネットワークにアクセスし、より多くの短距離ワイヤレスシス
テムがコミュニティにおいて展開されるため、干渉および輻輳ネットワークの可能性が増
加し得る。研究および開発は、モバイルブロードバンドアクセスに対する高まる需要を満
たすだけでなく、モバイル通信とのユーザエクスペリエンスを促進および強化するために
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、ＵＭＴＳ技術を進歩させ続ける。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]本開示の一態様では、ワイヤレス通信の方法は、サービング基地局への送信のた
めの１つまたは複数のアップリンク信号をＵＥにおいて生成すること、ここにおいて、Ｕ
Ｅは、少なくとも無認可スペクトルを通してサービング基地局に通信信号を送信し、サー
ビング基地局から通信信号を受信するように構成される、と、１つまたは複数のアップリ
ンク信号のうちの少なくとも１つの送信のための非クリアチャネルアセスメント（非ＣＣ
Ａ）サブフレームをＵＥが決定することと、非ＣＣＡサブフレームにおいて１つまたは複
数のアップリンク信号のうちの少なくとも１つを、無認可帯域を通してＵＥが送信するこ
ととを含む。
【０００８】
　[0008]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信の方法は、少なくとも１つのアップリ
ンク信号の受信のための非ＣＣＡサブフレームを、少なくとも無認可スペクトルを通した
通信用に構成されたサービング基地局が識別すること、非ＣＣＡサブフレームにおいてＵ
Ｅから１つまたは複数のアップリンク信号を、無認可帯域を通してサービング基地局で受
信することととを含む。
【０００９】
　[0009]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信用に構成された装置は、サービング基
地局への送信のための１つまたは複数のアップリンク信号をＵＥにおいて生成するための
手段、ここにおいて、ＵＥは、少なくとも無認可スペクトルを通してサービング基地局に
通信信号を送信し、サービング基地局から通信信号を受信するように構成される、を含む
。装置は、１つまたは複数のアップリンク信号のうちの少なくとも１つの送信のための非
ＣＣＡサブフレームをＵＥによって決定するための手段をさらに含む。装置はまた、非Ｃ
ＣＡサブフレームにおいて１つまたは複数のアップリンク信号のうちの少なくとも１つを
、無認可帯域を通してＵＥによって送信するための手段を備える。
【００１０】
　[0010]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信用に構成された装置は、少なくとも１
つのアップリンク信号の受信のための非ＣＣＡサブフレームを、少なくとも１つの無認可
スペクトルを通した通信用に構成されたサービング基地局によって識別するための手段を
含む。装置は、追加的に、非ＣＣＡサブフレームにおいてＵＥから１つまたは複数のアッ
プリンク信号を、無認可帯域を通してサービング基地局において受信するための手段を含
む。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、様々な実施形態に係る、ワイヤレス通信システムの例を例示する図を示
す。
【図２Ａ】図２Ａは、様々な実施形態に係る、無認可スペクトルにおいてＬＴＥを使用す
るための展開シナリオの例を例示する図を示す。
【図２Ｂ】図２Ｂは、様々な実施形態に係る、無認可スペクトルにおいてＬＴＥを使用す
るための展開シナリオの別の例を例示する図を示す。
【図３】図３は、様々な実施形態に係る、認可および無認可スペクトルで同時にＬＴＥを
使用する際のキャリアアグリゲーションの例を例示する図を示す。
【図４】図４は、本開示の一態様にしたがって構成された、基地局／ｅＮＢおよびＵＥの
設計を概念的に例示するブロック図である。
【図５】図５は、本開示の一態様にしたがって構成された、無認可スペクトルを用いるＬ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開のための送信タイムラインを例示するブロック図である。
【図６】図６は、本開示の一態様にしたがって構成された、無認可スペクトルを用いるＬ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開における送信タイムラインを例示するブロック図である。
【図７】図７は、本開示の一態様にしたがって構成された、無認可スペクトルを用いるＬ
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ＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開のシステム帯域幅を例示するブロック図である。
【図８Ａ】図８Ａは、本開示の一態様を実装するために実行される例となるブロックを例
示する機能ブロック図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、本開示の一態様を実装するために実行される例となるブロックを例
示する機能ブロック図である。
【図９】図９は、本開示の一態様にしたがって構成された、無認可スペクトルを用いるＬ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システムにおける送信タイムラインを例示するブロック図である。
【図１０】図１０は、本開示の一態様にしたがって構成された、無認可スペクトルを用い
るＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ ＵＥの送信タイムラインを例示するブロック図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、本開示の一態様にしたがって構成された、無認可スペクトルを
用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システムにおけるｅＮＢとＵＥとの間の呼フローを例示す
る呼フロー図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、本開示の一態様にしたがって構成された、無認可スペクトルを
用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システムにおけるｅＮＢとＵＥとの間の呼フローを例示す
る呼フロー図である。
【図１２】図１２は、本開示の一態様にしたがって構成された、基地局からの組み合せら
れたランダムアクセス応答メッセージを例示するブロック図である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、本開示の一態様を実装するために実行される例となるブロック
を例示する機能ブロック図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、本開示の一態様を実装するために実行される例となるブロック
を例示する機能ブロック図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、本開示の一態様を実装するために実行される例となるブロック
を例示する機能ブロック図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、本開示の一態様を実装するために実行される例となるブロック
を例示する機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　[0027]添付の図面に関連して以下に示される詳細な説明は、様々な構成を説明すること
を意図したものであり、本開示の範囲を制限することを意図したものではない。むしろ、
この詳細な説明は、本発明の主題の徹底した理解を与えることを目的とした特定の詳細を
含む。これら特定の詳細がすべてのケースで必要とされるわけではないこと、および、い
くつかの事例では、周知の構造および構成要素が、提示の明確さのためにブロック図の形
式で示されることは、当業者には明らかであろう。
【００１３】
　[0028]オペレータはこれまで、ＷｉＦｉを、セルラネットワークにおける高まり続ける
輻輳のレベルを軽減させるために無認可スペクトルを使用するプライマリメカニズムと考
えてきた。しかしながら、無認可スペクトルにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに基づいた新し
いキャリアタイプ（ＮＣＴ）は、キャリアグレードＷｉＦｉと互換性があり得、これは、
無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡをＷｉＦｉの代用とする。無認可スペクト
ルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ＬＴＥコンセプトを活用し得、無認可スペクトルにお
いて効率的な動作を提供するため、および、規制要件を満たすために、ネットワークデバ
イスまたはネットワークの物理レイヤ（ＰＨＹ）および媒体アクセス制御（ＭＡＣ）態様
に対していくつかの改良を加え得る（introduce）。無認可スペクトルは、例えば、６０
０メガヘルツ（ＭＨｚ）から６ギガヘルツ（ＧＨｚ）の範囲であり得る。いくつかのシナ
リオでは、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ＷｉＦｉよりも極めて良好
に機能し得る。例えば、すべてのＷｉＦｉ展開と比べて（単一または複数のオペレータの
ための）無認可スペクトルを用いるすべてのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開、または、密度の高
い小さいセル展開が存在する場合、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、Ｗ
ｉＦｉよりも極めて良好に機能し得る。無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは
、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡがＷｉＦｉと混合される他のシナリオ（
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例えば、単一のまたは複数のオペレータのための）において、ＷｉＦｉよりも良好に機能
し得る。
【００１４】
　[0029]単一のサービスプロバイダ（ＳＰ）の場合、無認可スペクトル上のＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａネットワークは、認可スペクトル上のＬＴＥネットワークと同期するように構成さ
れ得る。しかしながら、複数のＳＰによって所与のチャネル上に展開される無認可スペク
トルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークは、複数のＳＰにわたって同期するように
構成され得る。上の特徴を両方とも組み込むための１つのアプローチは、所与のＳＰにつ
いて、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと、無認可スペクトルを用いないＬ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａとの間に一定のタイミングオフセットを使用することを伴い得る。無認
可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークは、ＳＰのニーズにしたがってユ
ニキャストおよび／またはマルチキャストサービスを提供し得る。さらに、無認可スペク
トルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークは、ＬＴＥセルがアンカとして機能し、関
連無認可帯域セル情報（例えば、無線フレームタイミング、共通チャネル構成、システム
フレーム数すなわちＳＦＮ、等）を提供するブートストラップモードで動作し得る。この
モードでは、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと、無認可スペクトルを用い
ないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとの間に密な（close）相互作用が存在し得る。例えば、ブート
ストラップモードは、上述された補助ダウンリンクおよびキャリアアグリゲーションモー
ドをサポートし得る。無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡネットワークのＰＨ
Ｙ－ＭＡＣレイヤは、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークが、Ｌ
ＴＥネットワークから独立して動作するスタンドアローンモードで動作し得る。このケー
スでは、例えば、コロケートされた認可および無認可帯域セルでのＲＬＣレベルのアグリ
ゲーション上で、または、複数のセルおよび／または基地局にわたるマルチフロー上で、
無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと、無認可スペクトルを用いないＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａとの間に疎な（loose）相互作用が存在し得る。
【００１５】
　[0030]本明細書で説明される技法は、ＬＴＥに限定されず、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤ
ＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ、および他のシステムのような様々なワイヤレス通信
システムにも使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、交換し
て使用されることが多い。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ＵＴＲＡ（Universa
l Terrestrial Radio Access）、等の無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ
－２０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリー
ス０およびＡは、通称、ＣＤＭＡ２０００ １Ｘ、１Ｘ、等と呼ばれる。ＩＳ－８５６（
ＴＩＡ－８５６）は、通称、ＣＤＭＡ２０００ １ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデータ（
ＨＲＰＤ）、等と呼ばれる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））お
よびＣＤＭＡの他の変形を含む。ＴＤＭＡシステムは、グローバルシステムフォーモバイ
ルコミュニケーション（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭ
Ａシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、次世代ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴ
ＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２.１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２.１６（ＷｉＭＡＸ）、Ｉ
ＥＥＥ８０２.２０、フラッシュＯＦＤＭ（Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ）、等の無線技術を実
装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルテレコミュニケーションシステ
ム（ＵＭＴＳ）の一部である。ＬＴＥおよびＬＴＥアドバンスド（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－
ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ―ＵＴＲＡ、ＵＭＴ
Ｓ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト（
３ＧＰＰ）」という名称の団体からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵ
ＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）」という名称の団体
からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法は、上述されたシステムおよび
無線技術に加え、別のシステムおよび無線技術に使用され得る。しかしながら、以下の説
明は、本技術はＬＴＥ適用を超えて適用可能であるが、例示のためにＬＴＥシステムを説
明し、以下の説明の大半ではＬＴＥ用語が使用される。
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【００１６】
　[0031]ゆえに、以下の説明は例を提供するものであり、特許請求の範囲において示され
る範囲、適用性、または構成を限定するものではない。本開示の精神および範囲から逸脱
することなく、説明される要素の機能および配置において変更がなされ得る。様々な実施
形態は、様々なプロシージャまたは構成要素を適宜省略、置換、または追加し得る。例え
ば、説明される方法は、説明されるものとは異なる順序で行われ得、様々なステップが、
追加、省略、または組み合わされ得る。また、ある特定の実施形態に関連して説明される
特徴は、他の実施形態では組み合わせらされ得る。
【００１７】
　[0032]まず図１を参照すると、図は、ワイヤレス通信システムまたはネットワーク１０
０の例を例示している。システム１００は、基地局（またはセル）１０５、通信デバイス
１１５、およびコアネットワーク１３０を含む。基地局１０５は、様々な実施形態ではコ
アネットワーク１３０または基地局１０５の一部であり得る基地局コントローラ（示され
ない）の制御下で通信デバイス１１５と通信し得る。基地局１０５は、バックホールリン
ク１３２を通してコアネットワーク１３０と、制御情報および／またはユーザデータを通
信し得る。複数の実施形態では、基地局１０５は、直接的または間接的のいずれかで、ワ
イヤードまたはワイヤレス通信リンクであり得るバックホールリンク１３４を通して互い
と通信し得る。システム１００は、複数のキャリア（異なる周波数の波形信号）上での動
作をサポートし得る。マルチキャリア送信機は、複数のキャリア上で、変調された信号を
同時に送信することができる。例えば、各通信リンク１２５は、上述した様々な無線技術
にしたがって変調されたマルチキャリア信号であり得る。変調された各信号は、異なるキ
ャリア上で送られ得、制御情報（例えば、基準信号、制御チャネル、等）、オーバヘッド
情報、データ、等を搬送し得る。
【００１８】
　[0033]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してデバイス１１５とワ
イヤレスに通信し得る。基地局１０５のサイトの各々は、それぞれの地理的エリア１１０
に通信カバレッジを提供し得る。いくつかの実施形態では、基地局１０５は、トランシー
バ基地局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、基本サービスセット（Ｂ
ＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、ｅノードＢ（ｅＮＢ）、ホームノー
ドＢ、ホームｅノードＢ、または何らかの他の適切な用語で呼ばれ得る。基地局のための
カバレッジエリア１１０は、このカバレッジエリアのほんの一部を構成する複数のセクタ
（示されない）へと分割され得る。システム１００は、異なるタイプの基地局１０５（例
えば、マクロ、マイクロ、および／またはピコ基地局）を含み得る。異なる技術の場合、
オーバーラップしているカバレッジエリアが存在し得る。
【００１９】
　[0034]いくつかの実施形態では、システム１００は、無認可スペクトルを使用する１つ
または複数の通信動作モードまたは展開シナリオをサポートするＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネッ
トワークである。他の実施形態では、システム１００は、無認可スペクトルと、無認可ス
ペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとは異なるアクセス技術か、または認可スペクトル
と、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとは異なるアクセス技術を使用するワイヤレス通信をサポートし
得る。発展型ノードＢ（ｅＮＢ）およびユーザ機器（ＵＥ）という用語は概して、それぞ
れ基地局１０５およびデバイス１１５を説明するために使用され得る。システム１００は
、異なるタイプのｅＮＢが様々な地理的エリアにカバレッジを提供する、無認可スペクト
ルを用いるまたは無認可スペクトルを用いない異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであ
り得る。例えば、各ｅＮＢ１０５は、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／ま
たは他のタイプのセルに通信カバレッジを提供し得る。ピコセル、フェムトセル、および
／または他のタイプのセルのような小さいセルは、低電力ノードすなわちＬＰＮを含み得
る。マクロセルは一般に、比較的広い地理的エリア（例えば、半径数キロメートル）をカ
バーし、ネットワークプロバイダにサービス加入しているＵＥによる無制限のアクセスを
可能にし得る。ピコセルは一般に、比較的狭い地理的エリアをカバーし、ネットワークプ
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ロバイダにサービス加入しているＵＥによる無制限のアクセスを可能にし得る。フェムト
セルもまた一般に、比較的狭い地理的エリア（例えば、家）をカバーし、無制限のアクセ
スに加えて、このフェムトセルと関連があるＵＥ（例えば、クローズド加入者グループ（
ＣＳＧ）のＵＥ、家の中にいるユーザのＵＥ、等）による制限付のアクセスも提供し得る
。マクロセルのためのｅＮＢはマクロｅＮＢと呼ばれ得る。ピコセルのためのｅＮＢはピ
コｅＮＢと呼ばれ得る。そして、フェムトセルのためのｅＮＢは、フェムトｅＮＢまたは
ホームｅＮＢと呼ばれ得る。ｅＮＢは、１つまたは複数の（例えば、２つ、３つ、４つ、
等の）セルをサポートし得る。
【００２０】
　[0035]コアネットワーク１３０は、バックホール１３２（例えば、Ｓ１、等）を介して
ｅＮＢ１０５と通信し得る。ｅＮＢ１０５は、また、バックホールリンク１３４（例えば
、Ｘ２、等）を介しておよび／またはバックホールリンク１３２を介して（例えば、コア
ネットワーク１３０を通じて）、例えば、直接的または間接的に、互いと通信し得る。シ
ステム１００は、同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、ｅＮＢ
は同様のフレームおよび／またはゲーティングタイミングを有し得、異なるｅＮＢからの
送信は、時間的におおまかにアラインされ得る。非同期動作の場合、ｅＮＢは異なるフレ
ームおよび／またはゲーティングタイミングを有し得、異なるｅＮＢからの送信は時間的
にアラインされない可能性がある。本明細書で説明される技法は、同期動作または非同期
動作のいずれかに使用され得る。
【００２１】
　[0036]ＵＥ１１５は、システム１００中に分散しており、各ＵＥは、据置型またはモバ
イルであり得る。ＵＥ１１５はまた、当業者によって、モバイル局、加入者局、モバイル
ユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス
、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局
、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザ
エージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の適切な用語で
呼ばれ得る。ＵＥ１１５は、セルラ電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、
ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトッ
プコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、等であり得
る。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、中継器、等と通信することが
でき得る。
【００２２】
　[0037]システム１００に示される通信リンク１２５は、モバイルデバイス１１５から基
地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、および／または基地局１０５からモバイルデ
バイス１１５へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。ダウンリンク送信は、順方向リ
ンク送信とも呼ばれ得、アップリンク送信は、逆方向リンク送信とも呼ばれ得る。ダウン
リンク送信は、認可スペクトル、無認可スペクトル、または両者を使用してなされ得る。
同様に、アップリンク送信は、認可スペクトル、無認可スペクトル、または両者を使用し
てなされ得る。
【００２３】
　[0038]システム１００のいくつかの実施形態では、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａのための様々な展開シナリオがサポートされ得、それには、認可スペクトルに
おけるＬＴＥダウンリンク容量が無認可スペクトルにオフロードされ得る補助ダウンリン
ク（ＳＤＬ）モード、ＬＴＥダウンリンクとアップリンク容量の両方が認可スペクトルか
ら無認可スペクトルにオフロードされ得るキャリアアグリゲーションモード、および、基
地局（例えば、ｅＮＢ）とＵＥとの間のＬＴＥダウンリンクおよびアップリンク通信が無
認可スペクトルにおいて行われ得るスタンドアローンモードが含まれる。基地局１０５お
よびＵＥ１１５は、これらの動作モードまたは類似した動作モードのうちの１つまたは複
数をサポートし得る。ＯＦＭＤ通信信号は、無認可スペクトルにおけるＬＴＥダウンリン
ク送信のための通信リンク１２５において使用され得、ＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号は、無認
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可スペクトルにおけるＬＴＥアップリンク送信のための通信リンク１２５において使用さ
れ得る。システム１００のようなシステムにおいて無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａ展開シナリオまたは動作モードの実装形態だけでなく、無認可スペクトルを用い
るＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの動作に関する他の特徴および機能に関する追加の詳細が、図２Ａ
－図１４Ｂに関連して以下に提供される。
【００２４】
　[0039]次に図２Ａを参照すると、図２００は、無認可スペクトルを使用して通信をサポ
ートするＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークのための補助ダウンリンクモードおよびキャリ
アアグリゲーションモードの例を示す。図２００は、図１のシステム１００の一部の例で
あり得る。さらに、基地局１０５－ａは、図１の基地局１０５の例であり得、ＵＥ１１５
－ａは、図１のＵＥ１１５の例であり得る。
【００２５】
　[0040]図２００における補助ダウンリンクモードの例では、基地局１０５－ａは、ダウ
ンリンク２０５を使用してＯＦＤＭＡ通信信号をＵＥ１１５－ａに送信し得る。ダウンリ
ンク２０５は、無認可スペクトルにおける周波数Ｆ１に関連付けられる。基地局１０５－
ａは、双方向リンク２１０を使用してＯＦＤＭＡ通信信号を同一のＵＥ１１５－ａに送信
し得、双方向リンク２１０を使用してそのＵＥ１１５－ａからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を
受信し得る。双方向リンク２１０は、認可スペクトルにおける周波数Ｆ４に関連付けられ
る。無認可スペクトルにおけるダウンリンク２０５と、認可スペクトルにおける双方向リ
ンク２１０とは、同時に動作し得る。ダウンリンク２０５は、基地局１０５－ａに対する
ダウンリンク容量オフロードを提供し得る。いくつかの実施形態では、ダウンリンク２０
５は、ユニキャストサービス（例えば、１つのＵＥに向けられる）サービスに、または、
マルチキャストサービス（例えば、いくつかのＵＥに向けられる）に使用され得る。この
シナリオは、認可スペクトルを使用し、トラフィックおよび／またはシグナリング輻輳を
いくらか軽減する必要のある任意のサービスプロバイダ（例えば、典型的なモバイルネッ
トワークオペレータ、すなわちＭＮＯ）で発生し得る。
【００２６】
　[0041]図２００におけるキャリアアリグレーションモードの一例では、基地局１０５－
ａは、双方向リンク２１５を使用してＯＦＤＭＡ通信信号をＵＥ１１５－ａに送信し得、
双方向リンク２１５を使用して同一のＵＥ１１５－ａからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信
し得る。双方向リンク２１５は、無認可スペクトルにおける周波数Ｆ１に関連付けられる
。基地局１０５－ａはまた、双方向リンク２２０を使用してＯＦＤＭＡ通信信号を同一の
ＵＥ１１５－ａに送信し得、双方向リンク２２０を使用して同一のＵＥ１１５－ａからＳ
Ｃ－ＦＤＭＡ通信信号を受信し得る。双方向リンク２２０は、認可スペクトルにおける周
波数Ｆ２に関連付けられる。双方向リンク２１５は、基地局１０５－ａに対するダウンリ
ンクおよびアップリンク容量オフロードを提供し得る。上述された補助ダウンリンクと同
様に、このシナリオは、認可スペクトルを使用し、トラフィックおよび／またはシグナリ
ング輻輳をいくらか軽減する必要のある任意のサービスプロバイダ（例えば、ＭＮＯ）で
発生し得る。
【００２７】
　[0042]図２００におけるキャリアアリグレーションモードの別の例では、基地局１０５
－ａは、双方向リンク２２５を使用してＯＦＤＭＡ通信信号をＵＥ１１５－ａに送信し得
、双方向リンク２２５を使用して同一のＵＥ１１５－ａからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受
信し得る。双方向リンク２２５は、無認可スペクトルにおける周波数Ｆ３に関連付けられ
る。基地局１０５－ａはまた、双方向リンク２３０を使用してＯＦＤＭＡ通信信号を同一
のＵＥ１１５－ａに送信し得、双方向リンク２３０を使用して同一のＵＥ１１５－ａから
ＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信し得る。双方向リンク２３０は、認可スペクトルにおける
周波数Ｆ２に関連付けられる。双方向リンク２２５は、基地局１０５－ａに対するダウン
リンクおよびアップリンク容量オフロードを提供し得る。この例およびこれら上に提供さ
れたものは、例示の目的で提示され、容量オフロードのために、無認可スペクトルを用い
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るＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを、無認可スペクトルを用いないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと組み合わせ
る他の同様の動作モードまたは展開シナリオが存在し得る。
【００２８】
　[0043]上述したように、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを使用すること
によって提供（offer）される容量オフロードから利益を受け得る典型的なサービスプロ
バイダは、ＬＴＥスペクトルを用いる典型的なＭＮＯである。これらのサービスプロバイ
ダの場合、動作的な構成は、認可スペクトル上のＬＴＥプライマリコンポーネントキャリ
ア（ＰＣＣ）および無認可スペクトル上のセカンダリコンポーネントキャリア（ＳＣＣ）
を使用するブートストラップモード（例えば、補助ダウンリンク、キャリアアグリゲーシ
ョン）を含み得る。
【００２９】
　[0044]補助ダウンリンクモードでは、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの
ための制御は、ＬＴＥアップリンク（例えば、双方向リンク２１０のアップリンク部）を
通してトランスポートされ得る。ダウンリンク容量オフロードを提供する理由のうちの１
つは、データ需要が大部分ダウンリンク消費によるものであるからである。さらに、この
モードでは、ＵＥが無認可スペクトルにおいて送信していないため、規制影響（regulato
ry impact）は存在しないだろう。リッスンビフォアトーク（ＬＢＴ：listen-before-tal
k）またはキャリア検知多元接続（ＣＳＭＡ）要件をＵＥに実装する必要はない。しかし
ながら、ＬＢＴは、例えば、無線フレーム境界にアラインされたグラブアンドリリンキッ
シュ（grab-and-relinquish）メカニズムおよび／または周期的な（例えば、１０ミリ秒
ごと）クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を使用することによって、基地局（例えば
、ｅＮＢ）に実装され得る。
【００３０】
　[0045]キャリアアグリゲーションモードでは、データおよび制御は、ＬＴＥ（例えば、
双方向リンク２１０、２２０、および２３０）において通信され得、データは、無認可ス
ペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ（例えば、双方向リンク２１５および２２５）にお
いて通信され得る。無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを使用する際にサポー
トされるキャリアアリグレーションメカニズムは、ハイブリッド周波数分割複信－時分割
複信（ＦＤＤ－ＴＤＤ）キャリアアグリゲーションまたはコンポーネントキャリアにわた
って異なる対照性を有するＴＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションに該当し得る。
【００３１】
　[0046]図２Ｂは、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのためのスタンドアロ
ーンモードの例を例示する図２００－ａを示す。図２００－ａは、図１のシステム１００
の一部の例であり得る。さらに、基地局１０５－ｂは、図１の基地局１０５および図２Ａ
の１０５－ａの例であり得、ＵＥ１１５－ｂは、図１のＵＥ１１５および図２ＡのＵＥ１
１５－ａの例であり得る。
【００３２】
　[0047]図２００－ａにおけるスタンドアローンモードの例では、基地局１０５－ｂは、
双方向リンク２４０を使用してＯＦＤＭＡ通信信号をＵＥ１１５－ｂに送信し得、この双
方向リンク２４０を使用してＵＥ１１５－ｂからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信し得る。
双方向リンク２４０は、図２Ａに関連して上述された無認可スペクトルにおける周波数Ｆ
３に関連付けられる。スタンドアローンモードは、スタジアム内アクセス（例えば、ユニ
キャスト、マルチキャスト）といった非典型的なワイヤレスアクセスシナリオにおいて使
用され得る。この動作モードの典型的なサービスプロバイダは、スタジアムオーナ、ケー
ブル会社、イベント主催者、ホテル、企業、認可スペクトルを有さない大企業であり得る
。これらサービスプロバイダの場合、スタンドアローンモード用の動作的な構成は、無認
可スペクトル上のＰＣＣを使用し得る。さらに、ＬＢＴが、基地局およびＵＥの両方に実
装され得る。
【００３３】
　[0048]次に図３を参照すると、図３００は、様々な実施形態に係る、認可および無認可
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スペクトルで同時にＬＴＥを使用する際のキャリアアグリゲーションの例を例示する。図
３００のキャリアアグリゲーションスキームは、図２Ａに関連して上述されたハイブリッ
ドＦＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションに対応し得る。このタイプのキャリアアグリ
ゲーションは、図１のシステム１００の少なくとも一部で使用され得る。さらに、このタ
イプのキャリアアグリゲーションは、それぞれ、図１および図２Ａの基地局１０５および
１０５－ａ、および／または、それぞれ、図１および図２ＡのＵＥ１１５および１１５－
ａにおいて使用され得る。
【００３４】
　[0049]この例では、ＦＤＤ（ＦＤＤ－ＬＴＥ）が、ダウンリンクにおいてＬＴＥに関連
して行われ得、第１のＴＤＤ（ＴＤＤ１）が、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａに関連して行われ、第２のＴＤＤ（ＴＤＤ２）が、ＬＴＥに関連して行われ得、別の
ＦＤＤ（ＦＤＤ－ＬＴＥ）が、アップリンクにおいて、ＬＴＥに関連して行われ得る。Ｔ
ＤＤ１は、６：４のＤＬ：ＵＬ比に帰着する、一方でＴＤＤ２に対するこの比は７：３で
ある。この時間的スケールでは、異なる効率的なＤＬ：ＵＬ比は、３：１，１：３，２：
２，３：１，２：２，および３：１である。この例は、例示を目的として提示されており
、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａおよび無認可スペクトルを用いないＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａの動作を組み合わせる他のキャリアアグリゲーションスキームが存在し得
る。
【００３５】
　[0050]図４は、基地局／ｅＮＢ１０５およびＵＥ１１５の設計のブロック図を示し、こ
れらは、図１の基地局／ｅＮＢのうちの１つおよびＵＥのうちの１つであり得る。ｅＮＢ
１０５は、アンテナ４３４ａ～４３４ｔが備わっており、ＵＥ１１５は、アンテナ４５２
ａ～４５２ｒが備わっているだろう。ｅＮＢ１０５において、送信プロセッサ４２０はデ
ータソース４１２からデータを受け取り、コントローラ／プロセッサ４４０から制御情報
を受け取り得る。制御情報は、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）、物理制御フ
ォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、物理ハイブリッド自動再送要求イン
ジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、等に
関するものであり得る。データは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）、等に
関するものであり得る。送信プロセッサ４２０は、このデータおよび制御情報を処理（例
えば、符号化およびシンボルマッピング）して、それぞれデータシンボルおよび制御シン
ボルを取得し得る。送信プロセッサ４２０はまた、例えば、プライマリ同期信号（ＰＳＳ
）、セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）、およびセル固有基準信号のための基準シンボルを生
成し得る。送信（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ４３０は、適用可能であれ
ば、これらデータシンボル、制御シンボル、および／または基準シンボルに対して空間処
理（例えば、プリコーディング）を行い得、変調器（ＭＯＤ）４３２ａ～４３２ｔに出力
シンボルストリームを提供し得る。各変調器４３２は、それぞれの出力シンボルストリー
ム（例えば、ＯＦＤＭ、等のための）を処理して、出力サンプルストリームを取得し得る
。各変調器４３２は、この出力サンプルストリームをさらに処理（例えば、アナログ変換
、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート）して、ダウンリンク信号を取得し得
る。変調器４３２ａ～４３２ｔからのダウンリンク信号は、それぞれ、アンテナ４３４ａ
～４３４ｔを介して送信され得る。
【００３６】
　[0051]ＵＥ１１５において、アンテナ４５２ａ～４５２ｒは、ｅＮＢ１０５からダウン
リンク信号を受信し、受信された信号を復調器（ＤＥＭＯＤ）４５４ａ～４５４ｒにそれ
ぞれ提供し得る。各復調器４５４は、それぞれの受信信号を調整（例えば、フィルタリン
グ、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）して、入力サンプルを取得し得る。各
復調器４５４は、これら入力サンプル（例えば、ＯＦＤＭ、等のための）をさらに処理し
て、受信シンボルを取得し得る。ＭＩＭＯ検出器４５６は、すべての復調器４５４ａ～４
５４ｒから受信シンボルを取得し、適用可能であれば、これら受信されたシンボルに対し
てＭＩＭＯ検出を行い、検出されたシンボルを提供し得る。受信プロセッサ４５８は、検
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出されたシンボルを処理（例えば、復調、デインタリーブ、および復号）し、ＵＥ１１５
のための復号済みデータをデータシンク４６０に提供し、復号済み制御情報をコントロー
ラ／プロセッサ４８０に提供し得る。
【００３７】
　[0052]アップリンクでは、ＵＥ１１５において、送信プロセッサ４６４は、データソー
ス４６２からデータ（例えば、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）のための）
を、コントローラ／プロセッサ４８０から制御情報（例えば、物理アップリンク制御チャ
ネル（ＰＵＣＣＨ）のための）を受け取り、処理し得る。送信プロセッサ４６４はまた、
基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ４６４からのシンボルは、
適用可能であれば、ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ４６６によってプリコーディングされ、復
調器４５４ａ～４５４ｒによってさらに処理され（例えば、ＳＣ－ＦＤＭ、等のために）
、ｅＮＢ１０５に送信され得る。ｅＮＢ１０５において、ＵＥ１１５からのアップリンク
信号は、アンテナ４３４によって受信され、変調器４３２によって処理され、適用可能で
あれば、ＭＩＭＯ検出器４３６によって検出され、受信プロセッサ４３８によってさらに
処理されて、ＵＥ１１５によって送られた復号済みデータおよび制御情報が取得され得る
。プロセッサ４３８は、復号済みデータをデータシンク４３９に提供し、復号済み制御情
報をコントローラ／プロセッサ４４０に提供し得る。
【００３８】
　[0053]コントローラ／プロセッサ４４０および４８０は、それぞれｅＮＢ１０５および
ＵＥ１１５での動作を指示し得る。ｅＮＢ１０５のコントローラ／プロセッサ４４０およ
び／または他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説明される技法のための様々
なプロセスを行うかまたはそれの実行を指示し得る。ＵＥ１１５のコントローラ／プロセ
ッサ４８０および／または他のプロセッサおよびモジュールは、図８Ａ－８Ｂおよび１３
Ａ－１３Ｂに例示されている機能ブロックおよび／または本明細書で説明される技法のた
めの他のプロセスを行うかまたはそれの実行を指示し得る。メモリ４４２および４８２は
、それぞれｅＮＢ１０５およびＵＥ１１５のためのデータおよびプログラムコードを記憶
し得る。スケジューラ４４４は、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上でのデータ
送信についてＵＥをスケジューリングし得る。
【００３９】
　[0054]無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを使用した通信のためのワイヤレ
ス技術の実装と共に、効率的に、かつ、現在のＬＴＥ規格からできる限り少ない変更で、
無認可帯域にわたるＬＴＥ動作に順応するために様々な適応が望まれ得る。例えば、様々
なアップリンクプロシージャが、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開にお
ける無認可スペクトルを用いたＬＴＥ動作のために適応され得る。
【００４０】
　[0055]無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ動作におけるダウンリンク構造に
類似して、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）要件の影響を受けないある特定の数の
送信機会が存在する。ゆえに、アップリンク通信において自律的であり得るかまたは保証
され得る（ＣＣＡの影響を受けない）ある特定の数の送信機会が存在し得る。本開示のた
めに、自律的な送信および保証された送信は、交換して使用され得、同一の保証された送
信機会を意味し得る。この保証された送信機会は、保証された手法でアップリンク信号／
チャネルを送信することに対して有益であり得る。例えば、保証された送信のための重要
であり得るアップリンク通信は、電力制御およびアップリンク／ダウンリンクスケジュー
リングに使用されるサウンディング基準信号（ＳＲＳ）、スケジューリング要求（ＳＲ）
、チャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバック、ピア・ツー・ピア通信のためのアップリ
ンク発見信号、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）、物理アップリンク共有チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ）（例えば、ＲＡＣＨプロシージャの一部としての初期のＰＵＳＣＨ
送信）を含む。この保証された送信機会は、無認可スペクトルを用いるスタンドアローン
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開に加え、潜在的にはキャリアアグリゲーション（ＣＡ）展開に適
用可能であり得る。
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【００４１】
　[0056]アップリンク信号の保証された送信に加え、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａはまた、同様に、アップリンク信号の追加の日和見的な送信を提供し得る。Ｃ
ＣＡベースのサブフレームにおいて日和見的に送信され得る追加のアップリンク信号は、
固定の周期（fixed period）よりも頻繁に関連基地局において受信され得る追加の信号イ
ンスタンスを提供し得る。そのようなＣＣＡベースのサブフレームでは、ＵＥがクリアな
ＣＣＡを検出すると、それは、クリア期間が終了する前のある時点でアップリンク信号を
送信し得る。クリアなＣＣＡを検出した後に、送信ストリームは、例えば、５－１０ｍｓ
といった既定の持続時間の間利用可能となることが保証される。ゆえに、関連基地局は、
ある特定のアップリンク信号を、さらに頻繁に受信し得る。しかしながら、周波数間ステ
ータスは、保証された送信サブフレームに基づくべきである。
【００４２】
　[0057]本開示の様々な態様は、自律的なダウンリンク送信と自律的なアップリンク送信
との間の異なる相互動作を提供する。本開示のいくつかの態様では、自律的なアップリン
クおよびダウンリンク送信は、別々に管理され得る。したがって、各々は、異なる周期性
および／または異なるサブフレームオフセットを有し得る。本開示の代替的な態様では、
自律的なアップリンクおよびダウンリンク送信は、共同で管理され得る。具体的には、自
律的なアップリンク送信は、自律的なダウンリンク送信に対するスレーブ構成で動作し得
る。ゆえに、共同管理は、同一の周期性および／または相関サブフレームオフセットを含
み得る。これら自律的な送信を共同で管理する態様は、ダウンリンクおよびアップリンク
動作をリンク付することが典型的に、向上したシステム性能に帰着するため、より効率的
な動作を提供し得る。
【００４３】
　[0058]ＷＩＦＩノードを使用する無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開は
、５％フレキシブル送信バジェット（5% flexible transmission budget）下で動作する
。５％フレキシブル送信バジェットは、ＷＩＦＩノードが、任意の５０ｍｓ期間内の５％
よりも多く自律的に送信することを防ぐ。したがって、本開示の一態様は、保証された送
信に対して８０ｍｓという固定の周期性を提案する。しかしながら、５％フレキシブル送
信バジェット要件は、５０ｍｓの期間にわたって測定される。ゆえに、保証された送信の
ための固定の期間もまた、５０ｍｓに設定され得る。８０ｍｓが、多くの異なるシステム
パラメータに対してより均等に分割可能または比較可能であるという利益を供給する一方
で、５０ｍｓのようなより短い期間は、保証された動作に対して、より多くの機会を提供
するだろう。例えば、６０ｍｓ、７０ｍｓ、等の他の時間もまた考慮され得る。
【００４４】
　[0059]図５は、本開示の一態様にしたがって構成された、無認可スペクトルを用いるＬ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開のための送信タイムライン５０を例示するブロック図である。送信
タイムライン５０は、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－ＵＳ）ｅ
ＮＢ５００のための保証されたダウンリンク送信と、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１ ５０１のため
の保証されたアップリンク送信とを例示し、それらは、共同に管理される。ＬＴＥ－ＵＳ
 ＵＥ２ ５０２およびＬＴＥ－ＵＳ Ｕ３ ５０３からの保証されたアップリンク送信は、
ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１ ５０１からの送信とは異なる周期性およびオフセットにしたがって
送信される。異なる周期性およびオフセットは、異なる不連続受信（ＤＲＸ）動作による
もの、負荷分散／干渉強調、等によるもの、または同様のものにより得る。図５の共同管
理シナリオでは、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１ ５０１の保証されたアップリンク送信は、ＬＴＥ
－ＵＳ ｅＮＢ５００の保証されたダウンリンク送信に従う。
【００４５】
　[0060]図５に例示されるように、ＬＴＥ－ＵＳ ｅＮＢ５００が、その保証されたダウ
ンリンク送信を送り、そのダウンリンク送信から時間Ｔ１後に、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１ ５
０１が、その対応する保証されたアップリンク送信を送る。ＬＴＥ－ＵＳ ｅＮＢ５００
およびＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１ ５０１の各々は、例えば、５０ｍｓ、６０ｍｓ、８０ｍｓ、
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等のような同一の固定の周期でそれらのそれぞれの保証された送信を送信する。トリガリ
ング時間Ｔ１、なお、その後にＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１ ５０１がその保証されたアップリン
ク送信を送る、を考慮すると、高速ランダムアクセスプロシージャを容易にするために、
Ｔ１＜Ｔ２を有することは有益で有り得る。ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１ ５０１の処理時間は、
ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１ ５０１が、５０４においてＬＴＥ－ＵＳ ｅＮＢ５００からの保証
されたダウンリンク送信を受信することと、５０６において保証されたアップリンク送信
を送ることとを可能にする。時間Ｔ２にわたって、ＬＴＥ－ＵＳ ｅＮＢ５００は、５０
６において受信されたＳＲ、ＣＳＩフィードバック、等を処理し、保証されたダウンリン
ク送信５０５を送り得る。次いで、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ５０１は、保証されたダウンリン
ク送信５０５の受信によって再度トリガされた保証されたアップリンク送信５０７を送信
し得る。
【００４６】
　[0061]アップリンクにおける保証された各送信インスタンスの持続時間が、保証された
ダウンリンク送信の持続時間と同一または異なり得ることに留意されるべきである。例え
ば、保証されたダウンリンク送信は、２つのサブフレームにわたって４つのシンボルを占
める。ゆえに、本開示の様々な態様では、保証されたアップリンク送信はまた、２つのサ
ブフレームにわたって４つのシンボルを占める。無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａでは、アップリンク送信が、単一キャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）
信号、各クラスタが連続リソース割振りであるマルチクラスタリソース割振りに基づいた
信号、インターリーブドリソース割振りに基づいた信号、ＯＦＤＭに基づいた信号、等で
あり得る。しかしながら、既存のＬＴＥアップリンク設計の再利用を最大化するために、
１つのスロットにわたって７つのシンボルという送信持続時間は、４つのシンボルの持続
時間よりもより自然な持続時間であり得る。ゆえに、本開示のある特定の態様では、保証
されたアップリンク送信は、２つのサブフレームにわたって４つのシンボルという持続時
間を有し得、他の態様は、例えば、１つのスロットにわたって７つのシンボルといった、
他の持続時間を使用し得る。例えば、６シンボルといった他の持続時間もまた可能であり
得る。
【００４７】
　[0062]図６は、本開示の一態様にしたがって構成された、無認可スペクトルを用いるＬ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開における送信タイムライン６０を例示するブロック図である。ＬＴ
Ｅ－ＵＳ ＵＥ１ ６００－ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ４ ６０３からの４つの送信は、固定のイン
ターバルでの保証されたアップリンク送信を表す。ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１ ６００およびＬ
ＴＥ－ＵＳ ＵＥ２ ６０２は、同一の時間およびインターバルでそれらのそれぞれの保証
された送信を送信する。保証された送信のための周波数再利用を増加させるために、ＬＴ
Ｅ－ＵＳ ＵＥ１ ６００およびＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ２ ６０２の保証された送信は、ＦＤＭ
送信へと周波数分割多重化（ＦＤＭ）される６０４。ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ３ ６０２および
ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ４ ６０３からの保証された送信もまた、同一の時間およびインターバ
ルで送信され得、それらもまた、別のＦＤＭ送信へとＦＤＭされ得る。保証された送信の
再利用がさらに増加すると、次に、ＦＤＭ送信６０４と、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ３ ６０２お
よびＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ４ ６０４のＦＭＤ送信とが、各々、時分割多重化（ＴＤＭ）され
得る６０５。ゆえに、再利用は、異なる展開（例えば、異なるオペレータからの）の共存
（co-existence）を容易にし得る。
【００４８】
　[0063]様々な再利用シナリオが、１つのサブフレーム内のＴＤＭ（１つのサブフレーム
内の異なるシンボル、または１つのサブフレーム内の異なるスロット）、複数のサブフレ
ームにまたがるＴＤＭ（展開によって異なるサブフレーム）、１つのシンボル内のＦＤＭ
、またはそれらの任意の組み合わせを介して実現され得ることは留意されるべきである。
【００４９】
　[0064]無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開において識別された保証され
た送信サブフレームを使用してＵＥによって送られ得るアップリンク信号のうちの１つは
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、ＰＲＡＣＨ／ＲＡＣＨ信号である。ランダムアクセスプロシージャは、ＵＥが、最初に
起動時に接続しようとハンドオーバ時に接続しようと、新しいセルに接続することを可能
にする。無認可スペクトルを用いる保証されたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信を使用してＰＲＡ
ＣＨを送信する際、ＲＡＣＨリソースは、様々なレベルの多重化を通じて管理され得る。
図７は、本開示の一態様にしたがって構成された、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａ展開のシステム帯域幅７０を例示するブロック図である。例示されるように、シ
ステム帯域幅７０は、１００個の物理リソースブロックへと分割される。ＰＲＡＣＨの多
重化は、周波数分割多重化（ＦＤＭ）および／または符号分割多重化（ＣＤＭ）に基づき
得る。例えば、図７に例示されるように、１００個のＰＲＢ全体は、各々１０個のＰＲＢ
からなる、１０個のグループへとグループ化される。各グループは、システム帯域幅７０
の少なくとも８０％に及ぶように、周波数でインターリーブされ得る。例えば、ＰＲＡＣ
Ｈグループ１は、第１０ごとのＰＲＢ、例えば、ＰＲＢ１、１１，２１…９１を占める。
本開示の選択された態様では、各ＰＲＡＣＨは、１つのＰＲＡＣＨグループにのみ割り当
てられる。本開示の追加の態様では、異なるＵＥのためのＰＲＡＣＨは、単一のグループ
内でＣＤＭを使用して多重化され得る。例えば、ＰＲＡＣＨグループ１インスタンスは、
代替的に、ＵＥ１とＵＥ２の両方からのＰＲＡＣＨとともに例示される。ＵＥ１およびＵ
Ｅ２からのＰＲＡＣＨシグナリングは、ＣＤＭを通じて、単一のＰＲＡＣＨグループへと
組み合わせられ得る。
【００５０】
　[0065]代替的に、複数のＰＲＡＣＨグループがシステム帯域幅７０にわたってＦＤＭお
よびＣＤＭの両方を使用して多重化されるように例示されるが、本開示の追加の態様は、
同一の周波数における、ＵＥからのＰＲＡＣＨを組み合わせるためにＣＤＭだけを使用し
得ることは留意されるべきである。本開示の様々な態様は、任意の特定の再利用スキーム
に限定される。
【００５１】
　[0066]ＬＴＥ通信において、ランダムアクセスプロシージャは、キャリア単位で行われ
る。しかしながら、本開示の様々な態様では、例えば、複数のキャリアと広帯域ＲＦ対応
のＵＥとが備わった、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａセルにおいて、クロ
スキャリアランダムアクセスプロシージャを可能にすることは可能であり得る。図８Ａお
よび図８Ｂは、本開示の一態様を実装するために実行される例となるブロックを例示する
機能ブロック図である。ブロック８００において、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａ ＵＥは、セルに接続するためのランダムアクセス要求を生成する。ブロック８
０１において、ＵＥは、サービング基地局によってサービスされるセルで動作する複数の
キャリアのうちの第１のキャリアを通してランダムアクセス要求を基地局に送信する。ブ
ロック８０３において、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局は、セルに
おいて利用可能な複数のキャリアのうちの第１のキャリアを通してＵＥからランダムアク
セス要求を受信する。ブロック８０２において、ＵＥは、セルに接続するために、ランダ
ムアクセス応答について複数のキャリアをモニタリングする。ブロック８０４において、
無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局は、ランダムアクセス要求に応答し
て、ランダムアクセス応答を生成する。ブロック８０５において、無認可スペクトルを用
いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局は、複数のキャリアのうちの別のキャリアを通してＵＥへ
のランダムアクセス応答の送信を指示する。ゆえに、そのようなキャリアクロスランダム
アクセスプロシージャでは、ＰＲＡＣＨは、第１のキャリア上で始動され得、ＵＥは、第
１のランダムアクセス応答について、第１のキャリアとともにまたはそれの代わりに、異
なるキャリアをモニタリングする。
【００５２】
　[0067]無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開では、ランダムアクセスプロ
シージャは、保証された（非ＣＣＡ）および保証されていない（ＣＣＡ）アップリンクお
よび／またはダウンリンクサブフレームの両方でサポートされ得る。図９は、本開示の一
態様にしたがって構成された、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システ
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ムにおける送信タイムライン９０を例示するブロック図である。タイムライン９０は、Ｌ
ＴＥ－ＵＳ ｅＮＢ９００からのダウンリンク送信機会と、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ９０１から
のアップリンク送信機会とを例示する。ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ９０１は、非ＣＣＡサブフレ
ーム９１１および９１６における保証されたＲＡＣＨ送信機会、または、ＣＣＡクリア信
号を受信した後のＣＣＡサブフレーム９１０，９１２－９１５、および９１７における保
証されていないＲＡＣＨ送信機会のいずれかを通じて、アップリンクＲＡＣＨを送信し得
る。ＬＴＥ－ＵＳ ｅＮＢ９００は、これもまた、非ＣＣＡサブフレーム９０２および９
０７における保証されたランダムアクセス応答（ＲＡＲ）送信機会、または、ＣＣＡクリ
ア信号を受信した後のＣＣＡサブフレーム９０３－９０６、９０８、および９０９におけ
る保証されていないＲＡＲ送信機会のいずれかを通じて、ＲＡＲメッセージを送り得る。
ＲＡＣＨおよびＲＡＲメッセージの保証された送信機会は、保証された送信に関連付けら
れた固定の期間（例えば、５０ｍｓ、６０ｍｓ、８０ｍｓ、等）で生じる。ＲＡＣＨ機会
のためのサブフレームのセットは、ｅＮＢによって維持され得る。
【００５３】
　[0068]本開示の様々な態様では、１つのＰＲＡＣＨフォーマットだけで十分であること
に留意されたい。無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａノードのための低減され
たカバレッジ範囲により、ＰＲＡＣＨは、サブフレームのほんの一部（fraction）を占め
得る。例えば、ＰＲＡＣＨ要求は、１つのスロットまたは１つまたは複数のシンボルでの
み提供され得る（ＰＲＡＣＨフォーマット４に類似して）。実際のチャネルは、いくつか
のペイロードを含むため、簡略化されたＲＡＣＨプロシージャのケースについてＰＵＳＣ
Ｈ（またはＰＵＣＣＨ）に類似し得る。
【００５４】
　[0069]典型的なＲＡＣＨプロシージャでは、ＵＥは、ランダムアクセス要求を送信し、
次に、ＲＡＣＨ再送がトリガされる前にある特定の応答ウィンドウの間待つ。連続した各
再送はまた、電力を用いてランプアップされる。再送／電力ランプアッププロセスの論理
付け（reasoning）は、単にターゲットの基地局がランダムアクセス要求を確実に受信お
よび解釈することができないケースにおいて、その最大電力でＲＡＣＨを送信しないこと
と、再送の電力を徐々に増大することとによって、電力を温存することである。このＲＡ
ＣＨ再送プロセスは、ＵＥが対応するランダムアクセス応答を受信するまで複数の送信を
伴い得、これらの複数の送信は、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局に
よって設定可能なステップサイズ（０ｄＢを含むまたは電力ランプアップを含まない）を
有する電力ランプアップを有し得る。しかしながら、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａ展開においてＰＲＡＣＨの再送を行うかどうかを決定するために、ＵＥは、セ
ルの以下の２つの送信状態を区別することができるものとする：状態１は、セルが、所与
の応答ウィンドウ内に応答を送信するチャンスを有さない送信不可状態（incapable tran
smission state）である。この送信不可状態では、基地局は、保証された送信サブフレー
ム（非ＣＣＡサブフレーム）が存在しないか、または、基地局が、ＣＣＡ、保証されてい
ないサブフレーム中にクリアランスを検出することができないかのいずれかであるため、
応答ウィンドウ内に、ランダムアクセス応答を送信するための機会を有していない。状態
２は、保証されたサブフレームを有しているか、または、ＣＣＡサブフレーム上でクリア
ランスを検出したがＵＥが応答を未だ受信していないかのいずれかであるため、セルが、
所与の応答ウィンドウ内に応答を送信するチャンスを有している可能状態である。状態２
の場合、ＵＥは、ｅＮＢが要求メッセージの受信に失敗することまたはＵＥが基地局から
の応答の受信に失敗すること、など、様々な理由により応答を受信しないだろう。
【００５５】
　[0070]ＵＥは、これら２つの状態を検出し、それに応じて異なるアクションをとること
ができるものとする。検出は、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）と呼ばれることが
あるチャネル使用パイロット信号（ＣＵＰＳ）、セル固有基準信号（ＣＲＢ）、チャネル
状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）、等の検出に基づき得る。これら基準信号のうちの１
つをＵＥが検出する場合、これは、基地局が送信を行うことができていることを意味し、
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これは、それが、保証されたサブフレームまたはＣＣＡクリアされたサブフレーム（CCA-
cleared subframe）のいずれかを有していることを意味する。したがって、ＵＥは、基地
局が状態２、送信可能状態、にあると決定し、ランダムアクセス応答を受信することなく
応答ウィンドウが終了した後に再送をトリガするだろう。しかしながら、ＵＥが、基地局
からの任意の基準信号送信の検出に失敗する場合、これは、基地局が、保証されたサブフ
レームまたはＣＣＡクリアされたサブフレームのいずれにも出くわしていないことを意味
し得る。この状況では、ＵＥは、基地局が状態１、送信不可状態、にあると決定するだろ
う。状態１では、ＵＥは、再送を試みるべきではなく、基地局が応答することができるよ
うに応答ウィンドウを拡張すべきである。ＵＥが応答を受信している状態で、拡張された
応答ウィンドウが再度経過（pass）すると、ＵＥは、再送を試み得る。
【００５６】
　[0071]図９を参照すると、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ９０１は、保証されたサブフレーム９１
１において初期のランダムアクセス要求を送信し、ＬＴＥ－ＵＳ ｅＮＢ９００からのラ
ンダムアクセス応答についてモニタリングを開始する。第１のＲＡＲ送信機会は、保証さ
れていないサブフレーム９０３において発生する。しかしながら、サブフレーム９０３に
おいて、ＬＴＥ－ＵＳ ｅＮＢ９００は、ＣＣＡクリアを検出しない。したがって、ＬＴ
Ｅ－ＵＳ ｅＮＢ９００は、いずれの送信もできない。ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ９０１ｗは、ラ
ンダムアクセス応答について応答ウィンドウ中モニタリングし続ける。保証されていない
サブフレーム９０４および９０５の各々において、ＬＴＥ－ＵＳ ｅＮＢ９００は、ＣＣ
Ａクリアの検出に失敗する。このように、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ９０１は、ランダムアクセ
ス応答メッセージを受信しない。応答ウィンドウは、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ９０１について
、保証されていないサブフレーム９０５に関連付けられた時間に終了する。しかしながら
、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ９０１は、サブフレーム９１１において初期のランダムアクセス要
求を送信してから、ＬＴＥ－ＵＳ ｅＮＢ９００からのいずれの基準信号も検出していな
い。したがって、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ９０１は、ＬＴＥ－ＵＳ ｅＮＢ９００が送信不可状
態にあると決定し、その結果、応答ウィンドウおよび関連（associate）再送時間ギャッ
プを拡張する。保証されたサブフレーム９０７において、ＬＴＥ－ＵＳ ｅＮＢ９００は
、依然として、ランダムアクセス応答メッセージをＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ９０１に送らない
。保証されたサブフレーム９０７の発生に伴い、ＵＥ９０１は、この時点で、ＬＴＥ－Ｕ
Ｓ ｅＮＢ９００が送信可能状態にあると決定するが、それが依然としてＬＴＥ－ＵＳ ｅ
ＮＢ９００からランダムアクセス応答を受信していないため、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ９０１
は、保証されたサブフレーム９１６において、伝送電力のランプアップおよび再送をトリ
ガする。このように、ＰＲＡＣＨ再送プロセスは、ＰＲＡＣＨ伝送電力の不必要なランプ
アップおよび再送を省くために、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開につ
いて更新される。
【００５７】
　[0072]述べたように、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ ＵＥは、保証さ
れたサブフレームと保証されていないサブフレームの両方においてランダムアクセス応答
を探すことができる。応答ウィンドウは、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
基地局において、保証されたサブフレーム、ＣＣＡクリアされた、保証されていないサブ
フレーム、およびＣＣＡクリアされていない、保証されていないサブフレームという３つ
の異なるサブフレームタイプの間の差分を考慮に入れることができる。例として、ＵＥは
、ＰＲＡＣＨ送信のＮｍｓ後から始めて、応答をモニタリングし、保証されたサブフレー
ム、あるいは代替的に、ＣＣＡクリアされた、保証されていないサブフレームまたは保証
されたサブフレームのいずれかの終了までモニタリングし続け得る。
【００５８】
　[0073]ＣＵＰＳ／ＣＵＢＳが、チャネル同期およびチャネル予約の両方に使用され得る
ことは留意されるべきである。無認可スペクトルが利用可能であると決定した後（例えば
、成功裏なＣＣＡを行うことによって）、基地局は、ＣＵＰＳ／ＣＵＢＳでの成功裏なＣ
ＣＡのその実行に続いて、ＣＣＡスロットの各々を埋め得る。ＣＵＰＳ／ＣＵＢＳは、他
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のデバイスに、無認可スペクトル（または、少なくともそのチャネル）が別のデバイスに
よる使用に予約されていることを知らせるために、それら他のデバイスによって検出可能
な１つまたは複数の信号を含み得る。ＣＵＰＳ／ＣＵＢＳは、ＬＴＥデバイスおよびＷｉ
Ｆｉデバイスの両方によって検出され得る。しかしながら、サブフレーム境界から開始す
る大半のＬＴＥ信号とは異なり、ＣＵＰＳ／ＣＵＢＳは、ＯＦＤＭシンボル境界から開始
し得る。すなわち、別のデバイスがチャネル上でＣＵＰＳ／ＣＵＢＳの送信を開始した後
に、そのチャネルに対してＣＣＡを行うデバイスは、ＣＵＰＳ／ＣＵＢＳのエネルギーを
検出し、このチャネルが現在利用不可能であることを決定し得る。
【００５９】
　[0074]保証されていないサブフレームと、保証されたサブフレーム間の時間の長さとを
考慮すると、本開示の態様は、拡張された応答ウィンドウを考慮に入れるように、応答ウ
ィンドウまたは再送間の時間ギャップを設定する。例えば、１つの可能性は、保証された
サブフレームまたはＣＣＡクリアされた、保証されていないサブフレームのいずれかに遭
遇することにより、基地局が応答するチャンスを有する第１のサブフレーム（または、フ
レーム）に基づいて時間ギャップを決定することである。
【００６０】
　[0075]アップリンク信号の保証された送信の場合、いずれのＣＣＡ調査も必要ない。し
かしながら、ＵＥが、長い時間（例えば、２つ以上の連続フレーム）の間アイドルである
場合、ＵＥは、既定の５０ｍｓにわたって５％デューティサイクルフレキシブル送信規則
を侵害することなく、ＰＲＡＣＨまたは他のアップリンク送信を迅速に送り得る。このシ
ナリオの場合、ＵＥがＣＣＡサブフレームを通してアップリンク送信を送り得るとしても
、実質的なアイドル時間のため、アップリンク送信は、ＣＣＡ保護を侵害しない可能性が
高いだろう。
【００６１】
　[0076]図１０は、本開示の一態様にしたがって構成された、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１００
１の送信タイムライン１０００を例示するブロック図である。ＬＴＥ－ＵＳ１００１は、
非ＣＣＡサブフレーム１００２における最初に例示されている保証された送信機会の前に
少なくとも５０ｍｓの間アイドルモードであった。ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１００１が、この
時間期間の間アイドルモードであったため、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１００１が、非ＣＣＡサ
ブフレーム１００２の後にセルへの接続を望む場合、それは、ＣＣＡサブフレーム１００
３である、次の利用可能な送信機会にランダムアクセス要求を迅速に送信し得る。ＬＴＥ
－ＵＳ ＵＥ１００１は、通常、後続のアイドル期間により、ＣＣＡサブフレーム１００
３上でアップリンク信号を送信する前に、まずＣＣＡクリアを受信することが必要される
が、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１００１は、最初にＣＣＡクリアを取得することなく、ＣＣＡサ
ブフレーム１００３上でランダムアクセス要求を送信することができる。しかしながら、
保証された初期アクセスについてのオフセットは、通常動作のための保証された送信につ
いてのオフセットとアラインされていない可能性がある。そうである場合、ＬＴＥ－ＵＳ
 ＵＥ１００１は、通常のオフセットに合わせるために、保証された送信に対して調整を
行う必要が有り得る。後続の送信機会について、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１００１は、初期の
ランダムアクセス送信の５０ｍｓ内に再度送信することはできないだろう。
【００６２】
　[0077]ＣＣＡサブフレーム１００３の後の次の保証された送信サブフレームは、非ＣＣ
Ａサブフレーム１００４である。しかしながら、非ＣＣＡサブフレーム１００４は、ＣＣ
Ａサブフレーム１００３から５０ｍｓ秒内である。仮にＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１００１が、
非ＣＣＡサブフレーム１００４において、追加のアップリンク信号またはランダムアクセ
ス再送を送信した場合、それは、５０ｍｓ期間内の５％デューティサイクルフレキシブル
送信リミットを侵害し得る。そのような状況では、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１００１は、保証
されたサブフレーム上での送信を完全にスキップし得る。しかしながら、そのような送信
が、実際、５％リミットを侵害するであろうか否かを決定するためにＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ
１００１がＣＣＡ要求を行い得ることは留意されるべきである。仮にＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ
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１００１がＣＣＡクリアを受信すれば、それは、追加のアップリンク信号または再送され
たランダムアクセス要求を送信し得るだろう。ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１００１のための次の
保証された送信機会は、非ＣＣＡサブフレーム１００５において訪れる（fall）。非ＣＣ
Ａサブフレーム１００５は、ＣＣＡサブフレーム１００３から５０ｍｓのウィンドウの外
側に位置するが、これもまた、ＣＣＡサブフレーム１００３から開始するオフセットと一
致しない。したがって、ＬＴＥ－ＵＳ ＵＥ１００１は、非ＣＣＡサブフレーム１００５
において保証された送信を開始するために、通常動作のための保証された送信についての
オフセットを調整し得る。
【００６３】
　[0078]現在のランダムアクセスプロシージャでは、４つのメッセージが、ＵＥと基地局
との間で交換される。第１のメッセージＭｓｇ１は、ＵＥによるＰＲＡＣＨを含み、第２
のメッセージＭｓｇ２は、基地局によるＲＡＲ応答を含み、第３のメッセージＭｓｇ３は
、ＵＥからの無線リソース制御（ＲＲＣ）接続要求を含み得る初期のＰＵＳＣＨ送信を含
み、第４のメッセージＭｓｇ４は、ＲＲＣ接続セットップ等を含み得る、基地局からの接
続セットアップ情報を含む。ハンドオーバ中などのいくつかの状況では、第４のメッセー
ジＭｓｇ４は、必要ないだろう。
【００６４】
　[0079]本開示の様々な態様は、簡略化されたＲＡＣＨプロシージャを提供する。例えば
、様々な態様は、ＲＡＣＨプロシージャを２つまたは３つのメッセージに簡略化する。図
１１Ａは、本開示の一態様にしたがって構成された、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａ通信システムのためのｅＮＢ１１０１とＵＥ１１０２との間の呼フローを例示
する呼フロー図１１００である。時間１１０３において、ＵＥ１１０２は、ランダムアク
セス要求と初期のＰＵＳＣＨ送信とを含む組み合わせられたランダムアクセス要求メッセ
ージを送る。時間１１０４において、初期のＰＵＳＣＨ情報を有するランダムアクセス要
求を受信しているｅＮＢ１１０１は、ＲＲＣ接続セットアップメッセージのような、ＵＥ
１１０２へのランダムアクセス応答と追加の接続アップ情報とを含む組み合わせられたラ
ンダムアクセス応答メッセージで応答する。
【００６５】
　[0080]本開示の様々な実施形態では、簡略化された２ステップＲＡＣＨプロシージャは
、遥かに効率的なプロセスを提供する。しかしながら、ＵＥ１１０２によって、組み合わ
せられたランダムアクセス要求メッセージに含まれたＭｓｇ３と、ｅＮＢ１１０１によっ
て、組み合わせられたランダムアクセス応答メッセージに含まれたＭｓｇ４との間の待ち
時間、という機会が存在し得る。初期のＰＵＳＣＨは、Ｍｓｇ４接続セットアップ情報と
ともに到来する確認応答を待ち得る。ゆえに、この確認／確認応答を待つ間、ＵＥ１１０
２は、ＲＡＣＨ要求の再送および電力ランプアップに関して、応答ウィンドウをモニタリ
ングし続け得る。したがって、本開示の代替的な態様は、簡略化された３ステップＲＡＣ
Ｈプロシージャを提供する。図１１Ｂは、本開示の一態様にしたがって構成された、無認
可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システムにおけるｅＮＢ１１０１とＵＥ１
１０２との間の呼フローを例示する呼フロー図１１０５である。図１１Ａの簡略化された
２ステッププロシージャに類似して、時間１１０３において、ＵＥ１１０２は、ランダム
アクセス要求と初期のＰＵＳＣＨ送信とを含む組み合わせられたランダムアクセス要求メ
ッセージを送る。時間１１０６において、初期のＰＵＳＣＨ情報を有するランダムアクセ
ス要求を受信してあるｅＮＢ１１０１は、再送と電力ランプアップとが停止され得るよう
に、時間１１０３における組み合わせられたメッセージのランダムアクセス要求に単に確
認応答するランダムアクセス応答メッセージを送る。時間１１０７において、ｅＮＢ１１
０１は、追加の接続セットアップ情報を送る。ゆえに、Ｍｓｇ３とＭｓｇ４との間の潜在
的な待ち時間は、組み合わせられたランダムアクセス要求メッセージに応答して、ｅＮＢ
１１０１からのメッセージを分けることによって対処され得る。
【００６６】
　[0081]少なくともいくつかのシナリオ（例えば、ハンドオーバ）について、１１０４に
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おいて第２のメッセージに組み込まれるＭｓｇ４のマテリアルが必要ではない可能性があ
るため、図１１Ａに例示された簡略化された２ステップＲＡＣＨプロシージャで十分であ
り、これが、待ち時間問題が発生することを防ぐであろうことに留意されたい。しかしな
がら、Ｍｓｇ３とＭｓｇ４との間の待ち時間が大きくなり得るシナリオでは、図１１Ｂに
例示された、簡略化された３ステップＲＡＣＨプロシージャを選択することがより効率的
であり得る。さらなる態様では、すべてのシナリオに対して、単一の簡略化された代替的
なＲＡＣＨプロシージャを有することが望まれ得る。
【００６７】
　[0082]本開示の様々な態様は、図１１Ａおよび１１Ｂに例示されるように、例えば、国
際モバイル局機器識別子（ＩＭＥＩ）番号のような少なくともＵＥ識別子（ＵＥ ＩＤ）
を含む、１１０３において組み合わせられたランダムアクセス要求メッセージが、ＵＥ１
１０２によって送られる。追加的に、ＵＥ１１０２は、ＰＲＡＣＨグループと、組み合わ
せられたランダムアクセス要求の送信のためのそのグループ内のシーケンスとを導出し得
る。この導出は、純粋にランダムであり得るか、または代替的に、ランダムアクセス要求
に埋め込まれ得るＵＥ ＩＤのような様々な情報に基づき得る。さらに、追加の態様では
、組み合わせられたメッセージの周期的冗長検査（ＣＲＣ）は、ｅＮＢ１１０１が未だＵ
Ｅ ＩＤへのアクセスを有さないことから、ＵＥ ＩＤを使用してスクランブルされるべき
ではない。
【００６８】
　[0083]追加の態様はまた、１１０４において、ｅＮＢ１１０１によって送られる組み合
わせられたランダムアクセス応答メッセージにおいてより特定の情報を提供し得る。例え
ば、ｅＮＢ１１０１は、セル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）割当て、等で
応答し得る。待ち時間およびＲＡＣＨプロシージャのタイプ（例えば、初期アクセス対ハ
ンドオーバ）に依存して、ステップ１とステップ２との間の待ち時間は、大きくなること
（例えば、初期アクセスの場合に、数十ミリ秒であり得る）も、小さくなること（例えば
、ハンドオーバの場合）もあり得る。
【００６９】
　[0084]本開示の様々な態様では、簡略化された２ステップＲＡＣＨプロセスの第２のメ
ッセージ（例えば、組み合わせられたランダムアクセス応答メッセージ）が、ユニキャス
トまたはマルチキャスト送信として送信され得る。ユニキャスト送信は、マルチキャスト
と比べて、オーバヘッド効率が低い可能性がある。ユニキャストメッセージとして送信さ
れる場合、ＵＥ ＩＤは、組み合わせられたランダムアクセス応答メッセージ全体をスク
ランブルするために使用され得る。しかしながら、マルチキャストでは、メッセージは、
１つよりも多くのＵＥについての情報を含むだろう。したがって、ＵＥ ＩＤは、メッセ
ージ内のペイロードの一部で有り得る。マルチキャストにおけるＵＥ固有情報のセキュリ
ティを高めるために、ＵＥ固有情報を含むメッセージの一部は、情報が向けられるＵＥに
対応するＵＥ ＩＤでスクランブリングされ得る。
【００７０】
　[0085]マルチキャスト送信態様では、組み合わせられたランダムアクセス応答メッセー
ジは、複数のＵＥによって共有され得る情報を含む共通情報部および情報が関係するＵＥ
によって配列されたＵＥ固有情報のセットを含むＵＥ固有部という２つの部分へと構成さ
れ得る。図１２は、本開示の一態様にしたがって構成された、基地局からの組み合せられ
たランダムアクセス応答メッセージ１２００を例示するブロック図である。組み合わせら
れたランダムアクセス応答メッセージ１２００は、基地局においてＲＡＣＨプロシージャ
に関連付けられた２つ以上のＵＥに共通し得る様々な情報を含む共通情報部１２０１、様
々なＵＥ固有情報を含むＵＥ固有情報部１２０２を含む。例えば、図１２に例示されるよ
うに、ＵＥ固有情報部１２０２は、ＵＥ＿１ １２０２－１、ＵＥ＿２ １２０２－２～Ｕ
Ｅ＿Ｋ １２０２－Ｋについての特定の情報を含む。上述したように、個々のＵＥ固有情
報サブセクション１２０２－１～１２０２－Ｋの各々は、関連するＵＥ ＩＤでスクラン
ブリングされ得る。ゆえに、別のＵＥは、別のＵＥについての関連ＵＥ固有情報を閲覧す
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ることはできないだろう。
【００７１】
　[0086]本開示の様々な態様では、ＵＥが、保証されたサブフレームおよび保証されてい
ないサブフレームの両方で、組み合わせられた要求メッセージを送信することと、ｅＮＢ
からの応答メッセージを予期することとの両方を行うことに留意されたい。
【００７２】
　[0087]保証されたサブフレームおよび保証されていないサブフレームで送信および／ま
たは受信され得る通常のＰＲＡＣＨサブフレームに加え、本開示の様々な態様はまた、例
えば、ハンドオーバ中などに、ＲＡＣＨプロシージャを促進する（expedite）ために、ｅ
ＮＢによってＵＥに割り当てられ得るオンデマンドＰＲＡＣＨ割振りを提供する。図１３
Ａおよび１３Ｂは、本開示の一態様を実装するために実行される例となるブロックを例示
する機能ブロック図である。ブロック１３００において、基地局は、促進ランダムアクセ
ス割振りを生成する。促進ランダムアクセス割振りは、最初にサブフレームに対してＣＣ
Ａ検査を行うことなく、ＲＡＣＨプロセスを開始するようＵＥに命令する。ブロック１３
０１において、基地局は、ＣＣＡサブフレーム（クリアされた、保証されていない）また
は非ＣＣＡサブフレーム（保証された）のいずれかにおいて、促進ランダムアクセス割振
りをＵＥに送信する。ブロック１３０２において、ＵＥは、促進ランダムアクセス割振り
を基地局から受信する。ブロック１３０３において、ＵＥは、次に利用可能なサブフレー
ムがランダムアクセス指定サブフレームであるかどうかを決定することなく、次に利用可
能なサブフレームにおいてランダムアクセス要求を送信する。ゆえに、ＵＥは、近くのＰ
ＲＡＣＨを開始することによって要求に応答し、どれが不定期のＰＲＡＣＨサブフレーム
になることができるかに応答する。
【００７３】
　[0088]ＬＴＥにおける典型的なランダムアクセス応答許可は、以下の情報フィールドを
含む：１ビットのホッピングフラッグ、１０ビットの固定サイズリソースブロック割当て
、４ビットの短縮された変調およびコーディングスキーム（ＭＣＳ）、スケジューリング
されたＰＵＳＣＨのための３ビットの伝送電力制御（ＴＰＣ）コマンド、１ビットのアッ
プリンク遅延、１ビットのＣＳＩ要求、およびＲＲＣ接続セットアップ情報のような追加
情報。無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開を考慮する際、ランダムアクセ
ス要求許可は、ＬＴＥ実装からわずかな修正を加えてこの情報の大半を含み続け得る。例
えば、ホッピングフラッグは、アップリンク多重化構造に依存して、必要ではない可能性
がある。固定サイズのリソースブロック割当ては、例えば、周波数ドメインにおける周波
数オフセットおよびデシメーションの量（combsの数）および／またはシンボル数を示す
ために、簡略化および／または再解釈され得る。無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａ ＲＡＲ許可は、ビット数が、標準の４ビットフィールドから減らされ得るにもか
かわらず、依然として短縮されたＭＣＳを有し得る。スケジューリングされたＰＵＳＣＨ
に対するＴＰＣコマンドが依然として含まれる。アップリンク遅延、ＣＳＩ要求のような
他のＲＡＲ許可情報および追加の許可情報もまた、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａ ＲＡＲ許可情報に含まれ得る。
【００７４】
　[0089]本開示の一般の態様では、少なくとも無認可スペクトルを通した送信用に構成さ
れたＵＥが、アップリンク信号を生成し、それら生成されたアップリンク信号のうちの少
なくともいくつかをサービング基地局に送信する非ＣＣＡサブフレームを決定することに
留意されたい。少なくとも無認可スペクトルを通した通信用にも構成されるサービング基
地は、それがアップリンク信号を受信し得る非ＣＣＡサブフレームを識別し、無認可帯域
を通して非ＣＣＡサブフレームにおいて任意のそのようなアップリンク信号を受信する。
【００７５】
　[0090]図１４Ａは、本開示の一態様を実装するために実行される例となるブロックを例
示する機能ブロック図である。ブロック１４００において、ＵＥは、サービング基地局へ
の送信のための１つまたは複数のアップリンク信号を生成する。例示された態様のＵＥは



(23) JP 6441344 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

、少なくとも無認可スペクトルを通してサービング基地局に通信信号を送信し、サービン
グ基地局から通信信号を受信するように構成される。ブロック１４０１において、ＵＥは
、生成されたアップリンク信号のうちの少なくとも１つの送信のための非ＣＣＡサブフレ
ームを決定する。ブロック１４０２において、ＵＥは、無認可帯域を通して非ＣＣＡサブ
フレームにおいてアップリンク信号を送信する。
【００７６】
　[0091]図１４Ｂは、本開示の一態様を実装するために実行される例となるブロックを例
示する機能ブロック図である。ブロック１４０３において、サービング基地局は、少なく
とも１つのアップリンク信号の受信のための非ＣＣＡサブフレームを識別する。図１４Ｂ
に例示される態様のサービング基地局は、図１４Ａに例示されたブロックを行うＵＥにサ
ービスし得る。サービング基地局は、少なくとも無認可スペクトルを通した通信用に構成
されるだろう。ブロック１４０４において、サービング基地局は、無認可帯域を通して非
ＣＣＡサブフレームにおいてＵＥから１つまたは複数のアップリンク信号を受信する。
【００７７】
　[0092]当業者は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して情報および信号が表
され得ることを理解するであろう。例えば、上記説明全体にわたって参照され得るデータ
、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁
波、磁場または磁性粒子、光場または光粒子、あるいはこれらの任意の組み合わせによっ
て表され得る。
【００７８】
　[0093]図８Ａ－８Ｂ、１３Ａ－１３Ｂ、および１４Ａ－１４Ｂの機能ブロックおよびモ
ジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子構成要素、論理回
路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコード、等、またはそれらの任意の組
み合わせを備え得る。
【００７９】
　[0094]当業者は、本明細書の開示に関連して説明された実例となる様々な論理ブロック
、モジュール、回路、およびアルゴリズムのステップが、電子ハードウェア、コンピュー
タソフトウェア、または両者の組み合わせとして実装され得ることをさらに認識するであ
ろう。このハードウェアおよびソフトウェアの互換性を明確に例示するために、実例とな
る様々な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップは、概ねそれらの機能
の観点から上で説明されている。そのような機能性がハードウェアとして実装されるかソ
フトウェアとして実装されるかは、特定の用途とシステム全体に課される設計の制約とに
依存する。当業者は、上述された機能を特定の用途ごとに様々な方法で実装し得るが、こ
のような実装の決定は本開示の範囲からの逸脱をさせるものとして解釈されるべきでない
。当業者は、本明細書で説明された構成要素、方法、または相互作用の順序または組み合
わせが単なる例に過ぎないこと、および、本開示の様々な態様の構成要素、方法、または
相互作用が、本明細書で例示および説明されたもの以外の方法で行われるかまたは組み合
わせられ得ることを容易に認識するであろう。
【００８０】
　[0095]本明細書の開示に関連して説明された実例となる様々な論理ブロック、モジュー
ル、回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプ
ログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリ
ートハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明された機能を行うよう設計されたそ
れらの任意の組み合わせで実装されるかまたは行われ得る。汎用プロセッサは、マイクロ
プロセッサであり得るが、代替的に、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントロ
ーラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであり得る。プロセッサはまた、コ
ンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、ＤＳＰと、１つのマイクロプロセッサ
、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに連結した１つまたは複数のマイクロプロセッ
サ、あるいは任意の他のそのような構成との組み合わせとして実装され得る。
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【００８１】
　[0096]本明細書の開示に関連して説明されたアルゴリズムまたは方法のステップは、直
接ハードウェアで、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、または両
者の組み合わせで具現化され得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシ
ュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、レジス
タ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知られ
ている任意の他の形式の記憶媒体に存在し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶
媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結
合される。代替的に、記憶媒体は、プロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび記憶
媒体はＡＳＩＣ内に存在し得る。ＡＳＩＣはユーザ端末内に存在し得る。代替的に、プロ
セッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末においてディスクリート構成要素として存在し得る
。
【００８２】
　[0097]１つまたは複数の例示的な設計では、説明された機能は、ハードウェアで、ソフ
トウェアで、ファームウェアで、またはそれらの任意の組み合わせで実装され得る。ソフ
トウェアで実装される場合、これら機能は、コンピュータ可読媒体において、１つまたは
複数の命令またはコードとして、記憶または送信されることができる。コンピュータ可読
媒体は、ある箇所から別の箇所へのコンピュータプログラの移送を容易にする任意の媒体
を含む通信媒体およびコンピュータ記憶媒体の両方を含む。コンピュータ可読記憶媒体は
、汎用コンピュータまたは専用コンピュータによりアクセスされることができる任意の利
用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、
ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディ
スク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは、命令またはデータ構造の形式で所
望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用されることができ、かつ、汎
用コンピュータまたは専用コンピュータあるいは汎用プロセッサまたは専用プロセッサに
よってアクセスされることができるその他の媒体を備え得る。また、任意の接続も、厳密
にはコンピュータ可読媒体と称され得る。例えば、ソフトウェアが、ウェブサイト、サー
バ、または他のリモートソースから、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア
、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）を使用して送信される場合、この同軸ケーブル、光ファ
イバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬは、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用される
場合、ディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レー
ザーディスク（登録商標）、光ディスク、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピ
ー（登録商標）ディスク、およびブルーレイディスクを含み、ディスク（disk）は、通常
磁気的にデータを再生し、ディスク（disc）は、レーザーを用いて光学的にデータを再生
する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００８３】
　[0098]本明細書、特許請求の範囲を含む、で使用される場合、「および／または」とい
う用語は、２つ以上の項目からなるリストで使用されるとき、リストされた項目のうちの
いずれか１つが単独で採用され得ること、または、リストされた項目のうちの２つ以上か
らなる任意の組み合わせが採用され得ることを意味する。例えば、ある構成が、構成要素
Ａ、Ｂ、および／またはＣを含むものとして説明されている場合、この構成は、Ａだけ、
Ｂだけ、Ｃだけ、ＡとＢの組み合わせ、ＡとＣの組み合わせ、ＢとＣの組み合わせ、また
はＡとＢとＣの組み合わせを含み得る。また、本明細書、特許請求の範囲を含む、で使用
される場合、「～のうちの少なくとも１つ」で始まる複数の項目からなるリストで使用さ
れる「または」は、例えば「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」のリストが、Ａ
、Ｂ、Ｃ、ＡとＢ、ＡとＣ、ＢとＣ、またはＡとＢとＣ（すなわち、Ａ、Ｂ、およびＣ）
を意味するような、離接的な（disjunctive）リストを示す。
【００８４】
　[0099]本開示の以上の説明は、当業者が本開示を実行または使用することを可能にする
ために提供される。本開示に対する様々な修正は当業者には容易に明らかであり、本明細
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書で定義された包括的な原理は、本開示の精神または範囲から逸脱することなく、他の変
形に適用され得る。ゆえに、本開示は、本明細書で説明された例および設計に制限される
ことを意図せず、本明細書に開示された原理および新規な特徴に合致する最も広い範囲が
与えられるべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ワイヤレス通信の方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）において、サービング基地局への送信のための１つまたは複数のア
ップリンク信号を生成すること、ここにおいて、前記ＵＥは、少なくとも無認可スペクト
ルを通して前記サービング基地局に通信信号を送信し、前記サービング基地局から通信信
号を受信するように構成される、と、
　前記ＵＥが、前記１つまたは複数のアップリンク信号のうちの少なくとも１つの送信の
ための非クリアチャネルアセスメント（非ＣＣＡ）サブフレームを決定することと、
　無認可帯域を通して前記ＵＥが、前記非ＣＣＡサブフレームにおいて前記１つまたは複
数のアップリンク信号のうちの前記少なくとも１つを送信することと
　を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記非ＣＣＡサブフレームの前記構成は、持続時間および周期性に関連付けられ、前記
持続時間と前記周期性との間の比は、５％にすぎない、
　［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記サービング基地局から受信される前記通信信号は、直交分割多元接続（ＯＦＤＭＡ
）信号である、
　［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記１つまたは複数のアップリンク信号は、
　サウンディング基準信号（ＳＲＳ）、
　スケジューリング要求（ＳＲ）、
　チャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバック、
　アップリンク発見信号、
　物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）、または
　物理アップリンク共有チャネル
　のうちの少なくとも１つを含む、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記ＵＥが、ＣＣＡサブフレーム内のクリアＣＣＡを検出することと、
　前記ＵＥが、前記クリアＣＣＡの検出に応答して前記ＣＣＡサブフレーム内の前記１つ
または複数のアップリンク信号のうちの少なくとも他の１つを送信すること、ここにおい
て、前記送信することは、前記検出から既定の時間が過ぎる前に発生する、と
　をさらに含む、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記１つまたは複数のアップリンク信号を送信するための前記非ＣＣＡサブフレームの
オフセットは、前記サービング基地局から１つまたは複数のダウンリンク信号を受信する
ための別の非ＣＣＡサブフレームの別のオフセットの関数である、
　［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記サービング基地局から非ＣＣＡサブフレームにおいてダウンリンク送信を受信する
ことをさらに含み、前記１つまたは複数のアップリンク信号のうちの前記少なくとも１つ
を前記送信することは、前記ダウンリンク送信を前記受信することに応答するものである
、
　［Ｃ４］に記載の方法。
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［Ｃ８］
　前記基地局の送信状態を決定することと、
　前記決定された送信状態に応答して前記１つまたは複数のアップリンク信号のうちの少
なくとも１つの再送を行うかどうかを決定することと
　をさらに含む、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記１つまたは複数のアップリンク信号のうちの前記少なくとも１つは、ランダムアク
セス要求であり、前記送信状態は、送信可状態、または送信不可状態のうちの少なくとも
１つを含み、前記送信状態に応答して、
　　前記基地局が前記ランダムアクセス応答を送ることが取り除かれることを前記送信状
態が示す場合、前記ランダムアクセス要求の再送を一時停止すること、または
　　前記基地局が、前記ランダムアクセス応答を送ることが取り除かれないことを前記送
信状態が示す場合、前記ランダムアクセス要求を再送すること
　のうちの１つを行う、［Ｃ８］に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記送信状態を前記決定することは、
　前記基地局によって送信される１つまたは複数の基準信号について前記ＵＥがモニタリ
ングすることと、
　前記ＵＥが前記１つまたは複数の基準信号の検出に失敗する場合、送信不可送信状態を
決定することと、
　前記ＵＥが前記１つまたは複数の基準信号を検出する場合、送信可送信状態を決定する
ことと、
　前記ＵＥが非ＣＣＡサブフレームを検出する場合、送信可送信状態を決定することと
　を含む、［Ｃ８］に記載の方法。
［Ｃ１１］
　第１の非ＣＣＡサブフレームについて、第１のオフセットを決定することと、
　前記第１の非ＣＣＡサブフレームと第２の非ＣＣＡサブフレームとの間のアイドル持続
時間に応答して、前記第２の非ＣＣＡサブフレームについて、前記第１のオフセットとは
異なる第２のオフセットに順応すること、前記アイドル持続時間は、少なくとも閾値持続
時間を満たす、と
　をさらに含む、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記少なくとも１つまたは複数のアップリンク信号は、修正されたランダムアクセス要
求を含み、前記修正されたランダムアクセス要求は、前記ＵＥの識別子の関数である、
　［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ１３］
　修正されたランダムアクセス応答メッセージを受信することをさらに含み、前記修正さ
れたランダムアクセス応答メッセージは、前記ＵＥおよび１つまたは複数の追加のＵＥに
共通の情報の第１の部分と、情報の１つまたは複数の第２の部分とを含み、情報の前記１
つまたは複数の第２の部分の各々は、ＵＥ固有情報を含む、
　［Ｃ１２］に記載の方法。
［Ｃ１４］
　ワイヤレス通信の方法であって、
　少なくとも無認可スペクトルを通した通信用に構成されたサービング基地局が、少なく
とも１つのアップリンク信号の受信のための非クリアチャネルアセスメント（非ＣＣＡ）
サブフレームを識別することと、
　前記非ＣＣＡサブフレームにおいて、ユーザ機器（ＵＥ）から１つまたは複数のアップ
リンク信号を、無認可帯域を通して、前記サービング基地局において受信することと
　を備える、方法。
［Ｃ１５］
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　前記非ＣＣＡサブフレームの前記構成は、持続時間および周期性に関連付けられ、前記
持続時間と前記周期性との間の比は、５％にすぎない、
［Ｃ１４］に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記１つまたは複数のアップリンク信号は、
　サウンディング基準信号（ＳＲＳ）、
　スケジューリング要求（ＳＲ）、
　チャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバック、
　アップリンク発見信号、
　物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）、または
　物理アップリンク共有チャネル
　のうちの少なくとも１つを含む、［Ｃ１４］に記載の方法。
［Ｃ１７］
　少なくとも１つのＵＥについて前記非ＣＣＡサブフレームのオフセットを識別すること
をさらに含み、前記オフセットは、前記サービング基地局から１つまたは複数のダウンリ
ンク信号を送信するための別の非ＣＣＡサブフレームの別のオフセットの関数である、
　［Ｃ１４］に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記基地局の送信状態を決定することと、
　前記送信状態に応答して前記１つまたは複数のアップリンク信号のうちの少なくとも１
つの再送を受信するか否かを決定することと
　をさらに含む、［Ｃ１４］に記載の方法。
［Ｃ１９］
　前記１つまたは複数のアップリンク信号のうちの少なくとも１つは、ランダムアクセス
要求であり、前記送信状態は、送信可状態または送信不可状態のうちの少なくとも１つを
含み、前記送信状態に応答して、
　　前記基地局が、前記ランダムアクセス応答を送ることが取り除かれることを前記送信
状態が示す場合、前記再送されたランダムアクセス要求の受信を一時停止すること、
　　前記基地局が、前記ランダムアクセス応答を送ることが取り除かれることを前記送信
状態が示す場合、前記再送されたランダムアクセス要求を受信することと
　のうちの１つを決定すること、［Ｃ１８］に記載の方法。
［Ｃ２０］
　前記送信状態を前記決定することは、
　前記基地局が１つまたは複数の基準信号を送信しない場合、送信不可送信状態を決定す
ることと、
　前記基地局が１つまたは複数の基準信号を送信する場合、送信可送信状態を決定するこ
とと、
　前記基地局が非ＣＣＡサブフレームを送信する場合、送信可送信状態を決定することと
　を含む、［Ｃ１８］に記載の方法。
［Ｃ２１］
　前記ＵＥのための第１の非ＣＣＡサブフレームについての第１のオフセットを決定する
ことと、
　前記第１の非ＣＣＡサブフレームと第２の非ＣＣＡサブフレームとの間の前記ＵＥにお
けるアイドル持続時間に応答して、前記第２の非ＣＣＡサブフレームについて、前記第１
のオフセットとは異なる第２のオフセットに順応すること、前記アイドル持続時間は、少
なくとも閾値持続時間を満たす、と
　をさらに含む、［Ｃ１４］に記載の方法。
［Ｃ２２］
　前記１つまたは複数のアップリンク信号は、修正されたランダムアクセス要求を含み、
前記修正されたランダムアクセス要求は、前記ＵＥの識別子の関数である、
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　［Ｃ１４］に記載の方法。
［Ｃ２３］
　修正されたランダムアクセス応答メッセージを送信することをさらに含み、前記修正さ
れたランダムアクセス応答メッセージは、前記ＵＥおよび１つまたは複数の追加のＵＥに
共通の情報の第１の部分と、情報の１つまたは複数の第２の部分とを含み、情報の前記１
つまたは複数の第２の部分の各々は、ＵＥ固有情報を含む、
　［Ｃ２２］に記載の方法。
［Ｃ２４］
　ワイヤレス通信用に構成された装置であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）において、サービング基地局への送信のための１つまたは複数のア
ップリンク信号を生成するための手段、ここにおいて、前記ＵＥは、少なくとも無認可ス
ペクトルを通して前記サービング基地局に通信信号を送信し、前記サービング基地局から
通信信号を受信するように構成される、と、
　前記ＵＥが、前記１つまたは複数のアップリンク信号のうちの少なくとも１つの送信の
ための非クリアチャネルアセスメント（非ＣＣＡ）サブフレームを決定するための手段と
、
　無認可帯域を通して前記ＵＥが、前記非ＣＣＡサブフレームにおいて、前記１つまたは
複数のアップリンク信号のうちの前記少なくとも１つを送信するための手段と
　を備える装置。
［Ｃ２５］
　前記ＵＥが、ＣＣＡサブフレーム内のクリアＣＣＡを検出するための手段と、
　前記ＵＥが、前記クリアＣＣＡを検出ための前記手段に応答して前記ＣＣＡサブフレー
ム内の前記１つまたは複数のアップリンク信号のうちの少なくとも他の１つを送信するた
めの手段、ここにおいて、前記送信することは、前記検出から既定の時間が過ぎる前に発
生する、と
　をさらに備える、［Ｃ２４］に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記１つまたは複数のアップリンク信号を送信するための前記非ＣＣＡサブフレームの
オフセットは、前記サービング基地局から１つまたは複数のダウンリンク信号を受信する
ための別の非ＣＣＡサブフレームの別のオフセットの関数である、
　［Ｃ２４］に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記基地局の送信状態を決定するための手段と、
　前記決定された送信状態に応答して前記１つまたは複数のアップリンク信号のうちの少
なくとも１つの再送を行うかどうかを決定するための手段と
　をさらに備える、［Ｃ２４］に記載の装置。
［Ｃ２８］
　ワイヤレス通信用の装置であって、
　少なくとも無認可スペクトルを通した通信用に構成されたサービング基地局が、少なく
とも１つのアップリンク信号の受信のための非クリアチャネルアセスメント（非ＣＣＡ）
サブフレームを識別するための手段と、
　前記非ＣＣＡサブフレームにおいて、ユーザ機器（ＵＥ）から１つまたは複数のアップ
リンク信号を、無認可帯域を通して、前記サービング基地局において受信するための手段
と
　を備える、装置。
［Ｃ２９］
　少なくとも１つのＵＥについての前記非ＣＣＡサブフレームのオフセットを識別するた
めの手段をさらに備え、前記オフセットは、前記サービング基地局から１つまたは複数の
ダウンリンク信号を送信するための別の非ＣＣＡサブフレームの別のオフセットの関数で
ある、
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　［Ｃ２８］に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記基地局の送信状態を決定するための手段と、
　前記送信状態に応答して前記１つまたは複数のアップリンク信号のうちの少なくとも１
つの再送を受信するか否かを決定するための手段と
　をさらに備える、［Ｃ２８］に記載の装置。

【図１】 【図２Ａ】
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